
 

(第 1条 関係 )寒 川町 公益 的法 人等 への職 員の 派遣 等に 関する 条例 新旧 対照 表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(職 員の派 遣 ) (職 員の派 遣 ) 

第 2条  （ 略）  第 2条  （ 略）  

2  法 第 2条 第 1項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め

る 職員 は、 次に掲 げる 職員 とす る。  

2  法 第 2条 第 1項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め

る 職員 は、 次に掲 げる 職員 とす る。  

(1)・ (2) （略）  (1)・ (2) （略）  

( 3 )  地 方 公 務 員 法 第 2 2条 第 1項 に 規 定

す る 条 件 附 採 用 に な つ て い る 職 員 (規

則 で定 める 職員を 除く 。 ) 

( 3 )  地 方 公 務 員 法 第 2 2条      に 規 定

す る 条 件 付 採 用 に な つ て い る 職 員 (規

則 で定 める 職員を 除く 。 ) 

(4)・ (5) （略）  (4)・ (5) （略）  

3 （略）  3 （略）  

～ 略～  ～ 略～  

 

 

(第 2条 関係 )寒 川町 人事 行政 の運 営等の 状況 の公 表に 関する 条例 新旧 対照 表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(報 告事項 ) (報 告事項 ) 

第 3条  前 条 の 規 定 に よ り 人 事 行 政 の 運

営 等の 状況 に関し、任命 権者 が報 告しな

け れ ば な ら な い 事 項 は 、 職 員 (臨 時 的 に

任 用 さ れ た 職 員 及 び 非 常 勤 職 員 (地 方 公

務 員 法                              

          第 2 8条 の 5第 1項 に 規 定 す る

短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 を 除 く 。 )

を 除 く 。 以 下 同 じ 。 )に 係 る 次 に 掲 げ る

事 項と する 。  

第 3条  前 条 の 規 定 に よ り 人 事 行 政 の 運

営 等 の 状況 に関し、任命 権者 が報 告しな

け れ ば な ら な い 事 項 は 、 職 員 (臨 時 的 に

任 用 さ れ た 職 員 及 び 非 常 勤 職 員 (地 方 公

務 員 法 第 2 2条 の 2第 1項 第 2号 に 掲 げ る 職

員 及 び 同 法 第 2 8条 の 5第 1項 に 規 定 す る

短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 を 除 く 。 )

を 除 く 。 以 下 同 じ 。 )に 係 る 次 に 掲 げ る

事 項と する 。  

(1)～ (8) （略）  (1)～ (8) （略）  

～ 略～  ～ 略～  

 

 

(第 3条 関係 )寒 川町 職員 の分 限に 関する 手続 及び 効果 に関す る条 例新 旧対 照表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(休 職の効 果 ) (休 職の効 果 ) 

第 3条  （ 略）  第 3条  （ 略）  

2・ 3 （略 ）  2・ 3 （略 ）  



 

（ 加え る）  4  法 第 2 2条 の 2第 1項 に 規 定 す る 会 計 年

度 任 用 職 員 に 対 す る 第 1項 の 規 定 の 適 用

に つ い て は 、 同 項 中 「 3年 を 超 え な い 範

囲 内 」とあ るの は「 法第 22条 の 2第 2項の

規 定 に 基 づ き 任 命 権 者 が 定 め る 任 期 の

範 囲内 」と する。  

～ 略～  ～ 略～  

 

 

(第 4条 関係 )寒 川町 職員 の懲 戒の 手続及 び効 果に 関す る条例 新旧 対照 表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(減 給の効 果 ) (減 給の効 果 ) 

第 3条  減 給は 、 1日以 上 6月以 下給 料     

                                   

                        の 1 0分 の 1以

下 を減 ずる ものと する 。  

第 3条  減 給 は 、 1日 以 上 6月 以 下 給 料 (地

方 公 務 員 法 第 22条 の 2第 1項 第 1号 に 該 当

す る 職 員 に つ い て は 、 報 酬 )の 1 0分 の 1

以 下を 減ず るもの とす る。  

～ 略～  ～ 略～  

 

 

(第 5条 関係 )寒 川町 職員 の勤 務時 間、休 暇等 に関 する 条例新 旧対 照表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(臨 時職員 等の 勤務 時間 、休 暇等 ) (会 計 年 度 任 用 職 員 等 の 勤 務 時 間 、 休 暇

等 ) 

第 1 7条  臨 時 的 に 任 用 さ れ る 職 員 及 び 常

勤 を 要 し な い 職 員 (再 任 用 短 時 間 勤 務 職

員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 を 除 く 。 )

の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に つ い て は 、 第 2条

か ら前 条ま での規 定に かか わら ず、その

職 務の 性質 等を考 慮し て、規 則の 定める

基 準に 従い 、任命 権者 が定 める 。  

第 1 7条  法 第 2 2条 の 2第 1項 に 規 定 す る 会

計 年 度 任 用 職 員 及 び 法 第 2 2条 の 3第 4項

の 規 定 に よ り 臨 時 的 に 任 用 さ れ る 職 員

の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に つ い て は 、 第 2条

か ら前 条ま での規 定に かか わら ず、その

職 務の 性質 等を考 慮し て、規 則の 定める

基 準に 従い 、任命 権者 が定 める 。  

～ 略～  ～ 略～  

 

 

(第 6条 関係 )寒 川町 職員 の育 児休 業等に 関す る条 例新 旧対照 表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(育 児休業 をす るこ とが でき ない 職員 ) (育 児休業 をす るこ とが でき ない 職員 ) 

第 2条  育 児 休 業 法 第 2条 第 1項 の 条 例 で 第 2条  育 児 休 業 法 第 2条 第 1項 の 条 例 で



 

定 める 職員 は、次 に掲 げる 職員 とする。 定 める 職員 は、次 に掲 げる 職員 とする。 

(1)～ (3) （略）  (1)～ (3) （略）  

(4) (略 ) (4) (略 ) 

ア  (略 ) ア  (略 ) 

(ア )  任 命 権 者 を 同 じ く す る 職 (以

下「特定 職」と いう。 )に 引き 続き

在 職 し た 期 間 が 1年 以 上 で あ る 非

常 勤職 員  

(ア ) 引 き 続 い て                 

                              

在 職 し た 期 間 が 1年 以 上 で あ る 非

常 勤職 員  

(イ )  そ の 養 育 す る 子 (育 児 休 業 法

第 2条 第 1項 に 規 定 す る 子 を い う 。

以 下同 じ。)が 1歳 6か月 に達 する 日

(以 下「 1歳 6か 月到 達日 」と いう 。)

(第 2条 の 4の 規 定 に 該 当 す る 場 合

に あ つ て は 、 2歳 に 達 す る 日 )ま で

に 、そ の任 期 (任期 が更 新さ れる 場

合 にあ つて は、更新後 のも の )が満

了 す る こ と 及 び 特 定 職 に 引 き 続 き

採 用 さ れ な い こ と が 明 ら か で な い

非 常勤 職員  

(イ )  そ の 養 育 す る 子 (育 児 休 業 法

第 2条 第 1項 に 規 定 す る 子 を い う 。

以 下同 じ。)が 1歳 6か月 に達 する 日

(以 下「 1歳 6か 月到 達日 」と いう 。)

(第 2条 の 4の 規 定 に 該 当 す る 場 合

に あ つ て は 、 2歳 に 達 す る 日 )ま で

に 、そ の任 期 (任期 が更 新さ れる 場

合 にあ つて は、更新後 のも の )が満

了 す る こ と 及 び         引 き 続 き

採 用 さ れ な い こ と が 明 ら か で な い

非 常勤 職員  

(ウ )  (略 ) (ウ ) (略 ) 

イ  (略 ) イ  (略 ) 

ウ  そ の 任 期 の 末 日 を 育 児 休 業 の 期

間 の 末 日 と す る 育 児 休 業 を し て い る

非 常 勤 職 員 で あ っ て 、 当 該 育 児 休 業

に 係 る 子 に つ い て 、 当 該 任 期 が 更 新

さ れ 、 又 は 当 該 任 期 の 満 了 後 に 特 定

職 に 引 き 続 き 採 用 さ れ る こ と に 伴

い 、 当 該 任 期 の 末 日 の 翌 日 又 は 当 該

引 き 続 き 採 用 さ れ る 日 を 育 児 休 業 の

期 間 の 初 日 と す る 育 児 休 業 を し よ う

と する もの  

ウ  そ の 任 期 の 末 日 を 育 児 休 業 の 期

間 の 末 日 と す る 育 児 休 業 を し て い る

非 常 勤 職 員 で あ っ て 、 当 該 育 児 休 業

に 係 る 子 に つ い て 、 当 該 任 期 が 更 新

さ れ、又は 当該任 期の満 了後 に      

   引き続 き採 用さ れる こと に伴 い、

当 該 任 期 の 末 日 の 翌 日 又 は 当 該 引 き

続 き 採 用 さ れ る 日 を 育 児 休 業 の 期 間

の 初 日 と す る 育 児 休 業 を し よ う と す

る もの  

～ 略～  ～ 略～  

(育 児 休 業 法 第 2条 第 1項 の 条 例 で 定 め る

日 ) 

(育 児 休 業 法 第 2条 第 1項 の 条 例 で 定 め る

日 ) 

第 2条の 3 (略 ) 第 2条の 3 (略 ) 

(1)・ (2) （略）  (1)・ (2) （略）  

( 3 )  1歳 か ら 1歳 6か 月 に 達 す る ま で の

子 を養 育す るため、非 常勤 職員 が当該

子 の 1歳 到 達 日 (当 該 子 を 養 育 す る 非

常 勤 職 員 が 前 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当

( 3 )  1歳 か ら 1歳 6か 月 に 達 す る ま で の

子 を養 育す るため、非 常勤 職員 が当該

子 の 1歳 到 達 日 (当 該 子 を 養 育 す る 非

常 勤 職 員 が 前 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当



 

し て す る 育 児 休 業 又 は 当 該 非 常 勤 職

員 の 配 偶 者 が 同 号 に 掲 げ る 場 合 若 し

く は こ れ に 相 当 す る 場 合 に 該 当 し て

す る 地 方 等 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と

さ れ た 日 が 当 該 子 の 1歳 到 達 日 後 で あ

る 場合 にあ っては、当 該末 日と された

日 (当 該 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と さ れ

た 日 と 当 該 地 方 等 育 児 休 業 の 期 間 の

末 日と され た日が 異な ると きは、その

い ず れ か の 日 ) )の 翌 日 (当 該 子 の 1歳

到 達 日 後 の 期 間 に お い て こ の 号 に 掲

げ る 場 合 に 該 当 し て そ の 任 期 の 末 日

を 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と す る 育 児

休 業を して いる非 常勤 職員 であ って、

当 該任 期が 更新さ れ、又は当 該任 期の

満 了 後 に 特 定 職 に 引 き 続 き 採 用 さ れ

る もの にあ っては、当 該任 期の 末日の

翌 日 又 は 当 該 引 き 続 き 採 用 さ れ る 日 )

を 育 児 休 業 の 期 間 の 初 日 と す る 育 児

休 業を しよ うとす る場 合で あっ て、次

に 掲 げ る 場 合 の い ず れ に も 該 当 す る

と き  当該 子の 1歳 6か 月到 達日  

し て す る 育 児 休 業 又 は 当 該 非 常 勤 職

員 の 配 偶 者 が 同 号 に 掲 げ る 場 合 若 し

く は こ れ に 相 当 す る 場 合 に 該 当 し て

す る 地 方 等 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と

さ れ た 日 が 当 該 子 の 1歳 到 達 日 後 で あ

る 場合 にあ っては、当 該末 日と された

日 (当 該 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と さ れ

た 日 と 当 該 地 方 等 育 児 休 業 の 期 間 の

末 日と され た日が 異な ると きは、その

い ず れ か の 日 ) )の 翌 日 (当 該 子 の 1歳

到 達 日 後 の 期 間 に お い て こ の 号 に 掲

げ る 場 合 に 該 当 し て そ の 任 期 の 末 日

を 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と す る 育 児

休 業を して いる非 常勤 職員 であ って、

当 該任 期が 更新さ れ、又は当 該任 期の

満 了 後 に         引 き 続 き 採 用 さ れ

る もの にあ っては、当 該任 期の 末日の

翌 日 又 は 当 該 引 き 続 き 採 用 さ れ る 日 )

を 育 児 休 業 の 期 間 の 初 日 と す る 育 児

休 業を しよ うとす る場 合で あっ て、次

に 掲 げ る 場 合 の い ず れ に も 該 当 す る

と き  当該 子の 1歳 6か 月到 達日  

ア ・イ  (略 ) ア ・イ  (略 ) 

(育 児 休 業 法 第 2条 第 1項 の 条 例 で 定 め る

場 合 ) 

(育 児 休 業 法 第 2条 第 1項 の 条 例 で 定 め る

場 合 ) 

第 2条 の 4  育 児 休 業 法 第 2条 第 1項 の 条 例

で 定 め る 場 合 は 、 1歳 6か 月 か ら 2歳 に 達

す るま での 子を養 育す るた め、非 常勤職

員 が 当 該 子 の 1歳 6か 月 到 達 日 の 翌 日 (当

該 子 の 1歳 6か 月 到 達 日 後 の 期 間 に お い

て こ の 条 の 規 定 に 該 当 し て そ の 任 期 の

末 日 を 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と す る 育

児 休業 をし ている 非常 勤職 員で あつて、

当 該任 期が 更新さ れ、又 は当 該任 期の満

了 後 に 特 定 職 に 引 き 続 き 採 用 さ れ る も

の にあ つて は、当該 任期 の末 日の 翌日又

は 当 該 引 き 続 き 採 用 さ れ る 日 )を 育 児 休

業 の 期 間 の 初 日 と す る 育 児 休 業 を し よ

う とす る場 合 であ つて、次の 各号 のいず

れ にも 該当 すると きと する 。  

第 2条 の 4  育 児 休 業 法 第 2条 第 1項 の 条 例

で 定 め る 場 合 は 、 1歳 6か 月 か ら 2歳 に 達

す るま での 子を養 育す るた め、非 常勤職

員 が 当 該 子 の 1歳 6か 月 到 達 日 の 翌 日 (当

該 子 の 1歳 6か 月 到 達 日 後 の 期 間 に お い

て こ の 条 の 規 定 に 該 当 し て そ の 任 期 の

末 日 を 育 児 休 業 の 期 間 の 末 日 と す る 育

児 休業 をし ている 非常 勤職 員で あつて、

当 該任 期が 更新さ れ、又 は当 該任 期の満

了 後 に         引 き 続 き 採 用 さ れ る も

の にあ つて は、当該 任期 の末 日の 翌日又

は 当 該 引 き 続 き 採 用 さ れ る 日 )を 育 児 休

業 の 期 間 の 初 日 と す る 育 児 休 業 を し よ

う とす る場 合であ つて、次の 各号 のいず

れ にも 該当 すると きと する 。  

(1)・ (2) （略）  (1)・ (2) （略）  

～ 略～  ～ 略～  



 

(育 児 休 業 法 第 2条 第 1項 た だ し 書 の 条 例

で 定め る特 別の事 情 ) 

(育 児 休 業 法 第 2条 第 1項 た だ し 書 の 条 例

で 定め る特 別の事 情 ) 

第 3条  （ 略）  第 3条  （ 略）  

(1)～ (7) （略）  (1)～ (7) （略）  

( 8 ) そ の 任 期 の 末 日 を 育 児 休 業 の 期 間

の 末 日 と す る 育 児 休 業 を し て い る 非

常 勤職 員が、当該育児 休業 に係 る子に

つ いて 、当 該任 期が更 新さ れ、又は 当

該 任 期 の 満 了 後 に 特 定 職 に 引 き 続 き

採 用さ れる ことに 伴い 、当該 任期 の末

日 の 翌 日 又 は 当 該 引 き 続 き 採 用 さ れ

る 日 を 育 児 休 業 の 期 間 の 初 日 と す る

育 児休 業を しよう とす るこ と。  

( 8 ) そ の 任 期 の 末 日 を 育 児 休 業 の 期 間

の 末 日 と す る 育 児 休 業 を し て い る 非

常 勤職 員が、当該育児 休業 に係 る子に

つ いて 、当 該任 期が更 新さ れ、又は 当

該 任 期 の 満 了 後 に         引 き 続 き

採 用さ れる ことに 伴い 、当該 任期 の末

日 の 翌 日 又 は 当 該 引 き 続 き 採 用 さ れ

る 日 を 育 児 休 業 の 期 間 の 初 日 と す る

育 児休 業を しよう とす るこ と。  

～ 略～  ～ 略～  

(育 児 休 業 を し て い る 職 員 の 期 末 手 当 等

の 支給 ) 

(育 児 休 業 を し て い る 職 員 の 期 末 手 当 等

の 支給 ) 

第 7条  （ 略）  第 7条  （ 略）  

2  給 与 条 例 第 1 8条 第 1項 に 規 定 す る そ れ

ぞ れ の 基 準 日 に 育 児 休 業 を し て い る 職

員                                  

                                   

                                   

                の う ち 、 基 準 日 以 前 6

か 月 以 内 の 期 間 に お い て 勤 務 し た 期 間

が ある 職員 には、当 該基 準日 に係 る勤勉

手 当を 支給 する。  

2  給 与 条 例 第 1 8条 第 1項 に 規 定 す る そ れ

ぞ れ の 基 準 日 に 育 児 休 業 を し て い る 職

員 (地 方 公 務 員 法 (昭 和 2 5年 法 律 第 2 6 1

号 )第 2 2条 の 2第 1項 に 規 定 す る 会 計 年 度

任 用 職 員 (以 下 「 会 計 年 度 任 用 職 員 」 と

い う 。 )を 除 く 。 )の う ち 、 基 準 日 以 前 6

か 月 以 内 の 期 間 に お い て 勤 務 し た 期 間

が ある 職員 には、当 該基 準日 に係 る勤勉

手 当を 支給 する。  

(育 児 休 業 を し た 職 員 の 職 務 復 帰 後 に お

け る給 与等 の取扱 い ) 

(育 児 休 業 を し た 職 員 の 職 務 復 帰 後 に お

け る給 与等 の取扱 い ) 

第 8条  育 児 休 業 を し た 職 員            

               が 職 務 に 復 帰 し た 場 合

に おい て、部 内の他 の職 員と の均 衡上必

要 があ ると 認めら れる とき は、そ の育児

休 業 の 期 間 を 1 0 0分 の 1 0 0以 下 の 換 算 率

に よ り 換 算 し て 得 た 期 間 を 引 き 続 き 勤

務 した もの とみな して、その 職務 に復帰

し た 日 及 び 職 務 に 復 帰 し た 日 後 に お け

る 最 初 の 当 該 職 員 の 昇 給 を 行 う 日 と し

て 規 則 で 定 め る 日 又 は そ の い ず れ か の

日 に、 号給 の調整 がで きる 。  

第 8条  育 児 休 業 を し た 職 員 (会 計 年 度 任

用 職 員 を 除 く 。 )が 職 務 に 復 帰 し た 場 合

に おい て、部 内の他 の職 員と の均 衡上必

要 があ ると 認めら れる とき は、そ の育児

休 業 の 期 間 を 1 0 0分 の 1 0 0以 下 の 換 算 率

に よ り 換 算 し て 得 た 期 間 を 引 き 続 き 勤

務 した もの とみな して、その 職務 に復帰

し た 日 及 び 職 務 に 復 帰 し た 日 後 に お け

る 最 初 の 当 該 職 員 の 昇 給 を 行 う 日 と し

て 規 則 で 定 め る 日 又 は そ の い ず れ か の

日 に、 号給 の調整 がで きる 。  

～ 略～  ～ 略～  

(部 分休業 をす るこ とが でき ない 職員 ) (部 分休業 をす るこ とが でき ない 職員 ) 



 

第 20条  （ 略）  第 20条  （ 略）  

(1) （略 ）  (1) （略 ）  

( 2 ) 次 の い ず れ に も 該 当 す る 非 常 勤 職

員 以 外 の 非 常 勤 職 員 ( 地 方 公 務 員 法

(昭 和 2 5年 法 律 第 2 61号 )第 2 8条 の 5第 1

項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め

る 職 員 (以 下 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員

等 」と いう 。 )を除 く。 ) 

( 2 ) 次 の い ず れ に も 該 当 す る 非 常 勤 職

員 以 外 の 非 常 勤 職 員 (地 方 公 務 員 法   

                   第 2 8条 の 5第 1項

に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る

職 員 (以下「再任 用短時 間勤 務職 員等 」

と いう 。 )を除 く。 ) 

ア  特 定 職 に 引 き 続 き 在 職 し た 期 間

が 1年以上 であ る非 常勤 職員  

ア  引き 続 いて        在 職 した 期間

が 1年以上 であ る非 常勤 職員  

イ  (略 ) イ  (略 ) 

～ 略～  ～ 略～  

 

 

(第 7条 関係 )寒 川町 議会 の議 員そ の他非 常勤 の職 員の 公務災 害補 償等 に  

関 する 条例 新旧対 照表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(補 償基礎 額 ) (補 償基礎 額 ) 

第 5条  こ の条 例で 「補 償基 礎額 」とは 、

次 の 各 号 に 定 め る 者 の 区 分 に 応 じ 当 該

各 号に 掲げ る額と する 。  

第 5条  こ の条 例で 「補 償基 礎額 」とは 、

次 の 各 号 に 定 め る 者 の 区 分 に 応 じ 当 該

各 号に 掲げ る額と する 。  

(1)～ (4) （略）  (1)～ (4) （略）  

（ 加え る）  ( 5 )  給 料 を 支 給 さ れ る 職 員  法 第 2条

第 4項 に 規 定 す る 平 均 給 与 額 の 例 に よ

り 実 施 機 関 が 町 長 と 協 議 し て 定 め る

額  

～ 略～  ～ 略～  

 

 

(第 8条 関係 )寒 川町 非常 勤特 別職 等の職 員の 報酬 及び 費用弁 償に 関す る  

条 例新 旧対 照表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

別 表第 1(第 2条 関係 ) 別 表第 1(第 2条 関係 ) 

番

号  

職 名  支 給

区 分  

報 酬額  

(略 ) 

18 青 少年 指導 員  同  8,700

円  

番

号  

職 名  支 給

区 分  

報 酬額  

(略 ) 

(削 る ) 

 



 

19～ 37 (略 ) 

38 交 通指 導員  同  184,30

0円  

39～ 62 (略 ) 
 

18～ 36 

(削 る ) 

 

37～ 60 (略 ) 
 

備 考  (略 ) 備 考  (略 ) 

別 表第 2(第 4条 関係 ) 別 表第 2(第 4条 関係 ) 

区 分  費 用弁 償の 額  

(略 ) 

B  別 表 第 1に 掲 げ る

者 の う ち 第 1 0号 か

ら 第 62号ま での者  

(略 ) 

 

区 分  費 用弁 償の 額  

(略 ) 

B  別 表 第 1に 掲 げ る

者 の う ち 第 1 0号 か

ら 第 60号ま での者  

(略 ) 

 

～ 略～  ～ 略～  

 

 

(第 9条 関係 )寒 川町 一般 職の 職員 の給与 に関 する 条例 新旧対 照表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(臨 時職員 等の 給与 )               (臨 時的に 任用 され る職 員等 の給 与 ) 

第 2 0条                             

臨 時的 に任 用され る職 員に つい ては 、別

に 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 給 与 を 支

給 する 。  

第 2 0条  法 第 2 2条 の 3第 4項 の 規 定 に よ り

臨 時的 に任 用され る職 員に つい ては、別

に 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 給 与 を 支

給 する 。  

2  常 勤 を 要 し な い 職 員 (再 任 用 短 時 間 勤

務 職 員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 を 除

く 。 )に つ い て は 、 任 命 権 者 は 、 常 勤 の

職 員の 給与 との権 衡を 考慮 し、予 算の範

囲 内で               給 与を支 給す る。 

2  法 第 2 2条 の 2第 1項 に 規 定 す る 会 計 年

度 任 用 職 員                          

      につ いては             、常勤 の

職 員の 給与 との権 衡を 考慮 し、別 に条例

で 定め ると ころに より 給与 を支 給する。 

～ 略～  ～ 略～  

 

 

(改 正附則 ) 

現 行  改 正案  

    附  則  

こ の条 例は 、令和 2年 4月 1日 から 施行す

る 。  

 


